
公益財団法人 佐倉国際交流基金 

国際交流団体への助成制度の紹介 

２０２６年度 

公益財団法人 佐倉国際交流基金では、市民の国際交流活動を活発にするため、

助成制度を設けています。この助成制度をご紹介します。 

（詳しくは事務局までお問い合わせください） 

  

※ 佐倉市内に所在地がある団体 

 

※ ２０２６年４月～２０２７年３月までに予定されている国

際交流事業 

    ○講座、講演会、セミナー 

  ○公演 

  ○競技会及び大会 

  ○海外交流研修事業 

    ○基金が認めた事業 

     ※営利を目的とする事業、政治活動又は宗教活動に関わる事業、法令に 

     抵触し、又は公序良俗に反する事業は助成の対象になりません。 

 

※ 助成金の限度額は、助成対象経費の２分の１以内で、かつ

、  次に掲げる国際交流事業ごとに定めた限度額の範囲内と

し  ます。 

   ○講座、講演会、セミナー ２万円 

（ただし、語学講座については、会員一人あたり１千円、上

限１万５０００円とします。） 

  ○公演 ４万円（上限） 

  ○競技会及び大会 ４万円（上限） 

  ○海外交流研修事業 ４万円（上限） 

   ○その他基金が認めた事業 ４万円（上限） 

※ １団体１申請 

※  近年の経済状況により、基金も財政的に厳しい状況が続いています。助

成申請団体各位におかれましても、ご理解をお願いします。  

  対象団体  

 

  対象事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  限 度 額  

 

《手続き》 

※申請書を公益財団法人 佐倉国際交流基金事務局へ提出してください。詳しくは

下記へお問い合わせください。 

問い合わせ 公益財団法人 佐倉国際交流基金事務局  

      〒285-0025  佐倉市鏑木町１９８番地２ レインボープラザ佐倉内 

           ℡043-484-6326    info@sief.jp 



 

《手続きについて》 

手続の流れは、おおむね、次のようになっています。 

 

（１）助成金申請書は、直接持参により 佐倉国際交流基金事務局に提出してくだ

さい。なお、申請書はご連絡をいただければ郵送します。 

  ※ 申請時には、団体の目的、組織、代表者、会員数などの団体運営に関する   

事項が記載された書類、規約又は会則及び年度予算書も提出してください。 

  ※ 新規に助成申請される団体は、上記の他に当該団体の活動趣意書及びこれ   

までの活動実績が記載されている書類も併せて提出願います。 

 

（２）提出された申請書類の内容を確認するため、三役会議（代表理事・執行理事） 

を開催します。その後、理事会において、各助成申請を審査します。（提出 

された助成申請書の写しは理事全員に配布されます。）理事会における審査 

の結果は、各団体代表者に通知します。 

※ 経常的に助成を受けている団体については、代表者の方に直接理事会で、 

活動内容等の説明を求める場合があります。 

 

（３）助成決定を受けた団体については、基金からの通知書に記載の金額を事業助   

成金交付請求書に記入し、佐倉国際交流基金事務局まで助成金を請求してく

ださい。 

 

（４）助成金が用意でき次第、事務局より代表者の方にご連絡をいたします。連絡   

がありましたら、助成金を受け取りに来てください。 

 

（５）事業完了後３０日以内又は会計年度終了後、速やかに事業実績報告書を提出   

してください。（実績報告書には、各事業の参加人数を必ず記載してくださ   

い。）また、同時に決算報告も提出してください。決算には領収書などのコ   

ピーも、できる限り添付してください。 

      また、事業の様子がわかる写真などがありましたら添付していただければと   

思います。 

 

※ご提出いただいた事業助成金交付申請書、事業実績報告書などは、求めに応じて 

情報公開する場合があることをご承知おきください。 

 

※ 助成団体の活動内容を、佐倉国際交流基金で発行している S.I.E.F ニュースや基

金のホームページに掲載したいと思います。記事作成について、ご協力をお願い

します。 

 


